
滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等
説 明 会

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」

という)の改正により、令和7年４月1日から建築する全ての住宅に「省エネ基準

への適合」が求められることになります。地域の大工が建築する伝統的な住宅は

改正後の外皮の基準に適合させることが困難なものも想定されることから、国が

定める気候風土適応住宅に係る要件に加え、滋賀県独自の要件も追加されること

になりました。これにより高気密高断熱住宅の「閉鎖系」住宅だけでなく、伝統

的な住宅の地域の気候風土に適応した「開放系」住宅が省エネ達成の「もう一つ

の選択肢」として滋賀県版の「気候風土適応住宅」という枠組みが新たにできる

ことになります。

つきましては、新たな制度を知っていただくために「滋賀県気候風土適応住宅

の独自基準等説明会」を開催いたしますので、多くの方々に受講して頂きたく、

下記の通りご案内申し上げます。

公 益 社 団 法 人 滋 賀 県 建 築 士 会

滋賀県建築士会 検索

http://www.kentikushika i . jp２単位

お申込み・お問い合わせ

主 催 : 公益社団法人 滋賀県建築士会

後 援 : 滋賀県

日 時 : 令和７年１月２４日 (金曜日) 受付13:30～ 開始 14:00～16:00

※当会館の駐車場はご利用いただけません。お車でお越しの方は近隣の駐車場をご利用ください。

会 場 : 滋賀県建設会館４F 大ホール 大津市におの浜1-1-18 TEL 077-522-1615

受講料 : 会員、非会員一律 無料

定 員 : ５０名 (先着順)

申込み : 令和７年１月23日(木)必着で裏面の申込書に必要事項を記入し、FAXかメール又はホーム

ページにてお申し込みください。

申込先：〒520-0801 大津市におの浜一丁目1-18 建設会館3階

公益社団法人 滋賀県建築士会 TEL：077-522-1615 FAX：077-523-1602

E-mail:shiga-sa@mx.bw.dream.jp      http://www.kentikushikai.jp/



滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等
説 明 会 申込書

公 益 社 団 法 人 滋 賀 県 建 築 士 会

滋賀県建築士会 検索

http://www.kentikushikai . jp３単位

お申込み・お問い合わせ

氏 名

ふりがな

勤 務 先

ふりがな

連 絡 先

TEL FAX e-mail

会 員 区 分 □建築士会会員 □一般

C P D 登 録 番 号

※ご記入頂きました個人情報に付きましては、当講習以外には使用致しません。

申込は下記までFAXかメール又はホームページにてお申し込みください

（公社）滋賀県建築士会 FAX：077-523-1602 E-mail：shiga-sa@mx.bw.dream.jp

mailto:shiga-sa@mx.bw.dream.jp

	スライド 1
	スライド 2

